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　ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
は
、
サ
ク

ラ
、
カ
キ
、
ク
ワ
な
ど
の
樹
木
や
庭
木

に
大
き
な
被
害
を
与
え
る
害
虫
で
す
。

　駆
除
は
樹
木
の
所
有
者
の
責
任
で

す
。
周
り
に
迷
惑
を
掛
け
る
前
に
駆
除

を
行
い
、大
切
な
緑
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

駆
除
方
法

　発
生
の
初
期
は
、
樹
木
の
葉
に
ク
モ

の
巣
状
の
糸
を
張
り
、
そ
の
中
に
幼
虫

が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
頻
繁
に
樹
木
を

見
て
回
り
、
幼
虫
が
巣
の
中
に
い
る
う

ち
に
枝
葉
ご
と
切
り
取
っ
て
処
分
し
ま

し
ょ
う
。

防
除
の
た
め
の
道
具
を
貸
し
出
し
て
い

ま
す　市

で
は
、
家
庭
用
薬
剤
噴
霧
器
と
高

枝
ば
さ
み
を
無
料
で
貸
し
出
し
て
い
ま

す
。
本
館
生
活
環
境
課
ま
た
は
各
総
合

支
所
市
民
生
活
係
の
窓
口
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

※�
薬
剤
は
配
布
し
て
い
ま
せ
ん
。
各
自

で
購
入
し
て
く
だ
さ
い

業
者
で
も
薬
剤
防
除
を
行
っ
て
い
ま
す

　左
記
の
業
者
で
は
、
有
料
で
薬
剤
防

除
を
行
っ
て
い
ま
す
。


花
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市
森
林
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５
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三
和
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肥
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☎
24
‐
７
２
０
６
）
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㈲
ラ
ッ
ト
・
セ
ン
タ
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22
‐
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７
）

【
問
い
合
わ
せ
】

▽
本
館
生
活
環
境
課（
☎
41
‐
３
５
４
４
）

▽
各
総
合
支
所
市
民
生
活
係

　大

　迫（
☎
41
‐
３
１
２
６
）

　石
鳥
谷（
☎
41
‐
３
４
４
６
）

　東

　和（
☎
41
‐
６
５
１
６
）

▲�クモの巣状の糸を張り、中に幼虫
が集まっている様子

　日本年金機構の岩手県内年金事務所が主催す

る第１回岩手県年金ポスターコンクールが開か

れました。同コンクールは、公的年金を身近に

最優秀賞

湯本中学校

前川�海音さん

宮野目中学校

加藤�ちえさん

花巻年金事務所長賞

感じていただくために県内の中学生を対象に

実施。応募総数80作品の中から入賞した市内

中学生２人の作品を紹介します。

第１回岩手県年金ポスターコンクール
に２作品が入賞しました

【問い合わせ】 花巻年金
事務所総務課（緯23-3351）
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国際姉妹都市ホットスプリングス市とオンラ

イン座談会を実施しています

　本市の国際姉妹都市・米国アーカンソー州

ホットスプリングス市にある、ガーランド・カ

ウンティ図書館では、毎月最終水曜日（日本時

間の木曜日）に「姉妹都市プログラムシリーズ」

をFacebookで配信しています。

　このシリーズは、ホットスプリングス-花巻

姉妹都市プログラムの事業責任者であるメア

リー・ズーニックさんが担当。姉妹都市交流に

関わった人をゲストに迎え、オンラインで座談

会を６月30日（日本時間の７月１日）まで開催す

る予定です。

　これまでの座談会では、姉妹都市交流の歴史

（１月）、姉妹都市交流が派遣生徒に与えた影響

（２月）、両市からの記念品や芸術品（３月）、日

本で長期間暮らした経験があるホットスプリン

グス市ゆかりの人の体験談（４月）などがテーマ

に取り上げられました。

　市からは、１月に花巻-ホットスプリングス

交流委員会会長の佐藤隆治さん、２月に元派遣

生徒で全国通訳案内士でもある柏葉公平さんが

出演。佐藤さんは、90人規模の市民ツアーや鹿

踊派遣を担当したこと、柏葉さんはホットスプ

リングス市から名誉市民の証書が贈られたこと

など、それぞれ当時の思い出を語り、ホットス

プリングス市側の出演者と姉妹都市交流を振り

返りました。

　これまでの配信は、Facebookから視聴するこ

とができます。ぜひ、ご覧ください。

【ガーランド・カウンティ図書館URL】 https://www.

facebook.com/watch/garlandcountylibrary/

▲�１月の配信の様子:姉妹都
市提携当時の市長� メリ
ンダ・バランさん（左）ズー
ニックさん（中央）佐藤さ
ん（右）

▼�２月の配信の様子：日本
語教諭ベティ・ブラウン
さん（左上）柏葉さん（右
上）平成24年度派遣生徒�
キャロライン・コールさ
ん（左下）平成22年度派遣
生徒�サイモン・ジョーダ
ンさん（右下）

野焼きは行わないようにしましょう

第 1回

　野焼き（廃棄物の焼却）は、例外を除いて法律

や条例で禁止されています。違反した場合は罰

則の対象になりますので注意してください。

　家庭から出るごみのほか、農業用ビニールや

肥料袋などを野焼きすることは、一酸化炭素や

ダイオキシン類などの有害物質を発生させる恐

れがあり、周辺環境に悪影響を与える原因とな

るので絶対にやめましょう。例外で認められて

いる野焼きでも、発生する煙などにより近隣の

人々とのトラブルや、山火事などの原因になる

場合もあります。周囲の環境に十分配慮しま

しょう。

例外として焼却が認められるものの一例

①�風俗慣習や宗教上の行事を行うために必要な

焼却…火祭り、どんと焼きなどで不要となっ

た門松、しめ縄など

②�農業、林業もしくは漁業を営むためにやむを

得ず行われる焼却…農業者が行う刈り草、木

の枝、もみがら、わらなど

③�学校・社会教育活動を行うために必要な焼却

…キャンプファイヤーなど

④�落ち葉などの焼却…落ち葉、一時的に出され

る少量の剪
せんてい

定枝、草木など

※�上記の場合でも、廃プラスチック類、ゴムく
ず、廃油、皮革などは焼却が認められていま
せん

罰則について

　違反した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律」により、５年以下の懲役若しくは1,000
万円以下の罰金、またはこれを併科されます（法
人の場合は３億円以下の罰金）。
　なお、「県民の健康で快適な生活を確保するた
めの環境の保全に関する条例」においても罰則
が定められています。

【問い合わせ】�本館生活環境課（☎41‐3544）


